
５月７日（金）現在は「警戒レベル４（県内警戒、県外警戒）」です。 
 
本県の感染状況は、１週間あたりの新規感染者が、人口 10 万人あたり６．４人に急増し、病

床利用率は２０％を超過し、特に西部地域でひっ迫が強まっています。県の感染流行期は、
「感染まん延期・前期」です。カラオケを伴う飲食店などクラスターの発生が続いており、新
規感染者数が前週の１．５倍を超えるなど、感染拡大防止に向けた正念場にあります。  
緊急事態宣言が東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県で、まん延防止等重点

措置地域が埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県など９道県で、５月末まで実施予定
であるなど、全国的な感染拡大が続いています。  
県民の皆様には、感染拡大地域との往来を極力回避いただくとともに、いわゆる「３密」

（密閉、密集、密接）は、たとえ「１密」であっても避けるなど、引き続き、以下の８つの対策を
お願いいたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【５月８日（土）以降】 

県境を跨ぐ不要不急の移動制限 

 
①「マスクの着用」、「三密を避ける」など、基本的な感染防止対策を徹底してください。 

②人の移動や人に会うことに感染リスクが伴うことを忘れず、感染防止対策を継続してください。
特に県境地域など感染拡大地域と交流が活発な地域では細心の注意が必要です。 

③東京都など 27 都府県等では、不要不急の外出自粛等が要請されております。こうした地域
への不要不急の訪問は回避してください。 

④感染の機会は、マスクを着用していない会話や歌唱などです。 
常にマスクを着用し、人と人との距離の確保（可能な限り２ｍ）をお願いします。 

⑤会話しながらの食事には感染リスクがあります。同居の御家族以外の方と食事をする際には、
「食事は黙って食べる」、「会話は、必ずマスクを着用する」ことをお願いします。 

⑥高齢者など重症化しやすい方がいる家庭では、家庭内感染を避けるため、同居家族であって
もマスクの着用、十分な換気、食事を別に食べることなどの感染防止対策をお願いします。 

⑦クラスター発生防止のため、飲食店等事業者の皆様には、各業種組合のガイドライン等によ
る感染防止対策の徹底を常に行ってください。また、感染防止対策を実践していることを、店
頭等に掲示するなど、来訪者への呼びかけとともに、感染防止運動を盛り上げてください。 

⑧変異株の感染者が増加しています。変異株は感染力が強いと言われています。基本的な感染防
止対策は変わりませんが、感染防止行動の更なる徹底をお願いします。 

【凡例】 

 慎重に行動 

 特に慎重に行動 

 回避 （独自の要請等） 

 回避 （まん延防止等重点措置）～5/31（予定） 

 回避 （緊急事態宣言）～5/31（予定） 

            

 

本県における国の感染警戒区分 
ステージⅡ相当 

次回発表予定 
５月 14 日（金）

※上記発表前でも 
必要に応じて随時発表 
する場合があります 

＜静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部＞

仙台市 

那覇市 等 15 市町 

さいたま市 等 15 市町 

横浜市 等９市 

四日市市 

千葉市 等 12 市 

松山市 

鶴岡市 

札幌市 

岐阜市 等９市 


